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第 66回大会について 

来年度の大会は北海道教育大学旭川校において開

催します。開催日は 2018年 6月 9日（土）です。 

 

2017年度第 1回理事会報告 

日時：2017年 11月 30日（木）18:30～20:00 

会場：札幌国際大学経済センターサテライトキャン

パス 

出席者：平沢会長、高田・田島・品川・小内・梶井・

今井・野崎の各理事 

 

1. 編集委員会 

1） 『現代社会学研究』第 31巻編集状況について 

自由投稿論文は 4本の投稿を受け付け、査読者の

選定をおこなった。 

書評は希望が 2冊。シンポジウム報告、往来は掲

載しない。 

2） 「研究ノート」創設について 

第 31巻については、査読者の査読結果を踏まえて

編集委員会の判断により、「研究ノート」としての掲

載を認める。 

第 32巻以降については、「研究ノート」としての

応募を可能とするかどうかを含め、編集委員会で審

議する。 

3） J-Stage登録時における査読の有無の取り扱い

について 

「往来」「書評」は「査読なし」とする。「寄稿論

文」の取り扱いについては、引き続き編集委員会で

審議する。 

 

2. 研究活動委員会 

1） 研究活動委員会の構成について。 

委員 1名が未定であり、18年度大会シンポジウム

のテーマが決定したら、それにあった委員を選出す

る。 

なお、学会規定上（北海道社会学会研究活動委員

会規程第 1条）、研究活動委員会の委員は「5名以上」

となっているが、この人数がふさわしいかどうかに

ついて、会長を中心に検討をすることとなった。 

2） 2018年度第 66回学会大会について 

大会開催校：北海道教育大学旭川校 

担当：角会員 

開催日：2018年 6月 9日（土） 

シンポジウムテーマ：検討中 

3） 大会開催校と研究活動委員会の役割分担につい

て 

研究活動委員会と大会開催校の役割分担を原則と

して以下の通りとする。 

・研究活動委員会：プログラム作成、要旨集作成（原

則 HP掲載で冊子版は作成しない）、司会、シンポジ

ウム・部会運営等 

・大会開催校：学会と懇親会の運営。 

4） シンポジウム企画のための会員情報把握につい

て 

シンポジウムのテーマ設定とシンポジスト選定、

『現代社会学研究』の査読者選定の参考とするため、

庶務理事は会員名簿から会員の「氏名」「所属」「メ

ールアドレス」「専攻」をリストアップした資料を作

成し、研究活動委員長、編集委員長に提供すること

とした。 

 

3. 庶務 

1） 研究奨励金（2017年 10月 31日締切分）につい

て 

応募：1件 

選考委員会（会長・庶務理事・研究活動委員長・

編集委員長）を組織し、申請書類をもとに審議した

結果、採択可とした。理事会においても選考委員会

の審議結果が承認された。 

採用枠 2件に対し 1件の応募であったが、もう 1

件の再募集はおこなわないこととした。 

 

4. その他 

1） 社会学系コンソーシアム担当理事について 
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社会学系コンソーシアム評議員は会長と庶務理事

が兼ね、通常業務は原則として庶務理事が担当する

こととした。 

2） 次回理事会の日程について 

次回理事会を 2018年 2月 27日（火）に開催する。 

 

会費の納入について 

2017年度会費または未納分会費について、郵便振

替用紙［郵便振替口座 02760-3-3085］にてすみやか

に振り込み手続きをお願いします。年会費は一般会

員 6,000円、学生・院生会員 4,000円です。2017年

度会費を納入されていない方には、機関誌第 30巻

（2017年 6月発行）をお渡しできません。5年間滞

納されると、自然退会の扱いとなります。ご注意く

ださい。 

 

会員情報の変更届について 

住所や所属が変更になったときは、遅滞なく郵便

かメールで事務局（socio@npo-hokkaido.org）まで

お知らせください。その際、e-mailアドレスもお忘

れなくご登録ください。 


